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第７３回運営委員会の協議状況 

 

 

日 時  平成１９年８月９日（木）１３：３０～１８：３０ 

場 所  西宮市男女参画共同センター 

出席者 （委員）松本（誠）、川谷、長峯、岡田、佐々木、中川、奥西、畑、法西、村岡、伊藤、草薙、田村 

（河川管理者）田中、松本、渡邊、吹田、長尾、前田、植田、吉栖、合田 

（事務局）木本、平塚 

 

内容（協議結果） 

１ 第52回流域委員会（8月21日開催予定）の審議の進め方について 

第52回流域委員会の審議の進め方について協議した結果、以下のことを確認した。 

○ 審議は下記のとおり行う。 

① 武庫川水系河川整備基本方針（原案）の論点の審議 

 ・ 論点に関して、県と委員（論点に関して委員間で意見の異なる場合も含む）で議論を行う。 

② 武庫川峡谷環境調査への意見・質問に対する回答 

 ・ 県は、第51回流域委員会での委員の意見、質問に対して一問一答形式で回答する。 

○ 県は、本日の運営委員会資料を速やかに欠席委員に送付する。 

○ 委員は、武庫川水系河川整備基本方針（原案）に関する修正・加筆意見について、可能な限り、

具体の修文案を8月17日までに事務局へ提出する。また、第52回流域委員会での議論を踏まえて、

さらに修正意見のある委員は、速やかに具体の修文案を事務局へ提出する。 

 

２ 武庫川水系河川整備基本方針（原案）に関する論点の再整理などについて 

本日の資料、「武庫川水系河川整備基本方針（原案）等に対する意見書」（以下 資料 1 と表記）、

「武庫川水系河川整備基本方針（原案）に関する各委員の意見書に対する県の考え」（以下 資料 2 と

表記）を踏まえて協議した結果、以下のことを確認した。 

① 第 52 回流域委員会では、資料 2 で対応方針が▲×※－となっている各意見を以下の論点毎に整

理した表により、審議を行う。（〔 〕中は第51回流域委員会資料2-3の項目番号） 

 (1)現状認識：武庫川らしさ〔2.(1)〕 

 (2)優先順位と重点：上下流バランス［  ］、重点対策（堤防強化等）〔3.(6)〕、洪水調節施設

等の優先順位〔3.(5)〕、既存ダム活用〔3.(4)〕 

 (3)方針に掲げる目標：武庫川らしい方針〔1.(1)〕、時間軸〔1.(2)〕、政策目標〔1.(3)〕、総合

的な治水対策の考え方〔3.(1)〕 

 (4)流域対策の位置づけ：流域対策（水田、ため池、調整池等）〔3.(3)〕 

 (5)総合的な治水の整備：都市関連施策（開発抑制、土地利用）等、主として制度論について

〔3.(7)〕、総合治水条例等の整備について〔3.(8)〕 

 (6)利水：水ネットワーク等 

 (7)環境：水質、水循環、魚等 

 (8)基本高水：今回打ち出した数値の持つ意味等の記載、表現方法について 

② 資料2で対応方針が○△となっている意見に対する県の考え方について各委員は、次回運営委員

会までに各自内容を確認し、必要に応じてあらためて修文案等を提出する。 

③ 県は、第 52 回流域委員会に、資料 2 で対応方針を○△とした意見をもとに修文した基本方針

（原案）を提出するよう努力する。 

 

第52回流域委員会 

資料1-2 
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３ 今後のスケジュールについて 

今後のスケジュールについて協議した結果、以下のことを決定した。 

○ 流域委員会 

  第 53 回流域委員会(9 月 13 日)で提言の取りまとめを目指すが、委員からの意見等が多いことか

ら第54回を仮設定する。 

・ 第54回：10月9日（火）午後【河川整備基本方針（原案）審議の最終的な設定日】 

○ 運営委員会 

・ 第74回：9月1日（土）13:30～ 

・ 第75回：9月7日（金）13:30～ 

・ 第76回：9月18日（火）13:30～ 

○ その他 

 ・ 基本方針原案に対する提言をまとめるにあたって住民の意見を聴くリバーミーティングのよ

うな機会をもつべきではないかということについての議論を行い、その必要性をめぐっての議

論で委員の間で意見は分かれた。運営委員会としては、住民の意見を聴くことに越したことは

ないが、あくまでも委員会提言に基づいて原案について審議し、委員会の意見を取りまとめる

とともに、県との合意を図る作業を続けている。このような中で日程的にもタイトなので、意

見がある人については、意見書の提出、委員会での傍聴者発言で意見を出してもらうことにし、

今回はリバーミーティングという形での設定は行わないこととした。 

 

 

◆ 第７３回運営委員会配付資料 
 

 議事次第 

 委員名簿 

 

 資料１ 武庫川水系河川整備基本方針（原案）等に対する意見書 

資料２ 武庫川水系河川整備基本方針（原案）に関する各委員の意見書に対する県の考え 

 

〔河川整備基本方針（原案）修文案〕 

資料3-1 武庫川水系河川整備基本方針（原案）修文案 『1.域及び河川の概要』 

資料3-2 武庫川水系河川整備基本方針（原案）修文案 『2.(2).ｲ.③水循環』 

 

資料４ 各委員意見書に対する県の対応方針の集計表 

 

資料５ 住民からの意見書 


